[bookmark: _yzdwirwtaodd]介護人材紹介契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、乙が行う介護人材紹介サービスの利用に関し、次のとおり介護人材紹介契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _fd28uttzpn9g]第1条（目的）
本契約は、乙が甲に対し、介護保険法その他関係法令に基づき運営される甲の事業所に従事する介護人材の紹介を行い、甲がこれを受け入れるにあたり、必要な条件を定めることを目的とする。

[bookmark: _887n1d9qsttn]第2条（定義）
本契約において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
1. 「紹介人材」とは、乙が甲に対して紹介する介護職員、看護職員、ケアマネジャーその他介護関連業務に従事する者をいう。
2. 「採用」とは、甲が紹介人材との間で雇用契約その他継続的労務提供契約を締結することをいう。
3. 「紹介手数料」とは、本契約に基づき、甲が乙に支払う対価をいう。

[bookmark: _ssg46o5cfc2h]第3条（業務内容）
1. 乙は、甲から提示された求人条件に基づき、適切と判断される紹介人材の情報を提供する。
2. 乙は、職業安定法その他関連法令を遵守し、有料職業紹介事業の許可の範囲内で本業務を行う。
3. 甲は、求人条件を明確に提示し、法令に違反する条件を提示してはならない。

[bookmark: _kdwpi6kwjrvi]第4条（採用の決定）
1. 紹介人材の採否は、甲が自己の責任において決定する。
2. 甲は、紹介人材を採用した場合、速やかに乙へ書面または電子的方法で通知する。

[bookmark: _qroyl25r2nsd]第5条（紹介手数料）
1. 甲は、紹介人材を採用した場合、乙に対し紹介手数料を支払う。
2. 紹介手数料は、採用者の想定年収の●％とする。
3. 支払期限は、採用日から30日以内とする。
4. 消費税は別途加算する。

[bookmark: _t8ndkiuddqr1]第6条（返金規定）
1. 紹介人材が入社後3か月以内に自己都合退職した場合、乙は紹介手数料の●％を返金する。
2. 返金の詳細条件は別途協議により定める。

[bookmark: _an0qhc76hkuz]第7条（直接雇用の禁止）
甲は、乙の紹介によらず、乙から提供された人材情報を利用して直接連絡を取り、採用してはならない。本条に違反した場合、甲は通常の紹介手数料相当額を支払う。

[bookmark: _bb9ykixzeq0f]第8条（秘密保持）
1. 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業情報、個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2. 本条の義務は契約終了後も存続する。

[bookmark: _dq4swn9z78s9]第9条（個人情報の取扱い）
1. 乙は、紹介人材の個人情報を法令に従い適切に管理する。
2. 甲は、受領した個人情報を採用選考目的以外に利用してはならない。

[bookmark: _aommndfexq3f]第10条（反社会的勢力の排除）
甲及び乙は、自己または役員が反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。

[bookmark: _e4h6h2e71rhf]第11条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は締結日から1年間とする。
2. 期間満了日の1か月前までに解約通知がない場合、自動更新する。

[bookmark: _wggpnr7adz0x]第12条（損害賠償）
本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該当事者はその損害を賠償する。

[bookmark: _g2sy2isb2m8s]第13条（協議事項）
本契約に定めのない事項は、甲乙協議のうえ解決する。

[bookmark: _12s2uc79fdyg]第14条（合意管轄）
本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
[bookmark: _2f6dfoqgdo5n]
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

●●年●月●日

甲：
住所：
会社名：
代表者名：

乙：
住所：
会社名：
代表者名：

